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くまの議会だより　第125号 ②③ くまの議会だより　第125号

12月定例会 こんなこと12月定例会 こんなこと が決まりました！が決まりました！
報告１件・議案１５件の中からピックアップ

注目補正事業をピックアップ！注目補正事業をピックアップ！

Ｑ．新規開設した事業所の内訳は。

Ａ．３事業所で定員は放課後等児童デイ
１０名、グループホーム２０名、短期入所
１４名である。また、新たに２か所の相
談事業所が開設された。

　事業所の新規開設等による増

生活習慣病予防対策事業
６０万円

障害者総合支援事業
７,６２４万円

　障害児保育事業に伴う補助金の増

「熊野町議会委員会条例の一部改正する条例」を可決
　議員定数２名減により委員会を再編し、現行の３つの委員会を２つにしました。

「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」を可決
（１）令和５年度から令和１４年度までの隔年で１年ずつ定年を引き上げる。
（２）役職定年制（６０歳到達後最初の４月１日に管理職から降任）の導入。
（３）６０歳到達後、最初の４月から職員の給料を月額３割カット。

「乳幼児医療費支給条例の全部を改正する条例」を可決

Ｑ．該当者の方への周知方法は。

Ａ．チラシや申請書を郵送すると共に、町
ホームページや町公式LINEでも情報提
供する。

Ｑ．増額の要因は。

Ａ．対象園児増による保育士の加配に係る
人件費増が要因の一つである。

　医療用ウイッグ購入助成金制度の創設
（１人上限５万円）

Ｑ．保護者の負担は。

Ａ．保護者の負担軽減のため生徒が県大会
相当以上に出場する場合に、大会負担金、
旅費、宿泊費等に支出を行っている。

令和４年度　一般会計補正予算（４号）を可決
２億４,４２８万円の増額　総額１０５億１,６３９万円に

▲熊野東中学校ソフトテニス部

保育所等運営事業
３００万円

中学校教育振興事業
１７万円

（各ページの数値については表記単位未満を四捨五入しています）

　全国大会出場など生徒に対する対外活動費

現 　 行 改 正 後
委員会名

総務厚生委員会

文 教 委 員 会

産業建設委員会

定　数

６人

５人

５人

項　　目

※令和５年４月から新制度運用開始

通院助成年齢

入院助成年齢

自 己 負 担

所 得 制 限

現　　行 新 制 度
・乳幼児医療費支給条例
 （未就学児の通院・入院）
・児童医療費支給条例
 （小・中学生の入院）

就学前まで

・こども医療費支給条例

中学校卒業まで

な　し

あ　り
※０～２歳制限なし

中学校卒業まで

中学校卒業まで（変更なし）

通院：１日５００円（月４回まで）
入院：１日５００円（月14回まで）

あ　り
※０～２歳制限なし（変更なし）

委員会名

総務建設委員会

文教福祉委員会

定　数

７人

７人

名　　　　称
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